
(令和６年８月１日現在)

地域密着型介護老人福祉施設みのりの里いいとみ　重要事項説明書

　当施設はご契約者に対して介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービス
の内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護３」から
「要介護５」と認定された方が対象となります。「要介護２」又は「要
介護１」の方は、条件に適合した場合にのみ特例入所が可能になりま
す。

当 施 設 は 介 護 保 険 の 指 定 を 受 け て い ま す 。

（介護保険事業所指定番号：１９９０７０００９６）



１．施設経営法人

（１）　法人名 社会福祉法人身延山福祉会

（２）　法人所在地 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４８３番地１２２

（３）　電話番号 （代表）　０５５６－６２－３１３１

（４）　代表者 理事長

（５）　設立年月日 昭和５５年１０月１３日

２．事業所の概要

（１）　施設の種類 地域密着型介護老人福祉施設・平成２７年５月１日開設認可

(身延町指定第１９９０７０００９６）

（２）　施設の目的

（３）　施設の名称 地域密着型介護老人福祉施設みのりの里いいとみ

（地域密着型特別養護老人ホームみのりの里いいとみ）

（４）施設の所在地 山梨県南巨摩郡身延町飯富２３００番地

（５）　電話番号 ０５５６－４８－８１３１

（６）　管理者氏名 佐　野　一　雄

（７）　当施設の運営方針

１　この世の浄土を施設内につくる

２　科学的・専門的な施設運営を図る

３　施設の社会化をすすめる

　地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、入居者がそ
の有する能力に応じ可能な限り自律した日常生活を営むことができる
ように支援することを目的として、入居者に、日常生活を営むために
必要な居室及び共用施設等をご利用いただきながら、介護老人福祉施
設入所者生活介護を提供します。
　この施設は、身体上又は精神上著しい障がいがあるため常時の介護
を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利
用いただけます。

　みのりの里いいとみは、利用者の生命が安全に守られ、よりやすら
かな安定した環境のもとで健全で豊かな生活が保障され、個人として
の自由と集団、社会との関係が調整補償される中で、久遠の本仏釈尊
と日蓮聖人の衆生救済の慈念を体し、社会福祉について積極的熱意と
能力を有する職員によって適切な支援が行れ、併せて地域の高齢者の
福祉向上に役立つよう、次の基本方策をもって民主的に施設の運営を
図ります。

　利用者が健全な環境のもとで、人間性を尊重され、温かい愛情と
平等の処遇の中で、自主性を損なうことなく、心豊な明るく楽しい
生活の場作りに努めます。

　多様化、多面化する利用者個々のニードに対応する科学的、専門
的な施設運営を図るために必要な整備を進め、これを支える施設職
員の研修を行い、教養を高め、支援技術の向上に努めます。

　施設の専門的機能、設備、各種のサービスを在宅の生活に不自由
さを抱える高齢者を対象に提供し、地域社会に諸行事を解放して、
入居者はもとより施設職員の地域活動への参画と地域からの施設運
営への参加をすすめ、地域社会との交流に努めます。

浜 島 典 彦



（８）　開設年月日 平成２７年５月１日

（９）　入居定員 ２７人

３．居室等の概要

☆

４．職員の配置状況

〈主な職員の配置状況〉　　※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

※

〈主な職種の勤務体制〉

毎週水曜日　１４：３０～１６：３０

早番 始業　６：００～７：３０ 終業　１５：００～１６：３０

日勤 始業　８：００～９：００ 終業　１７：００～１８：００

遅番 始業　１３：００～１４：００ 終業　２２：００～２３：００

夜勤　　２２：００～７：００

（非常勤） 日勤　　９：００～１６：００　　９：００～１７：００

早番　　７：５０～１７：００　　８：００～１７：００

日勤　　８：３０～１７：３０

遅番　　９：４５～１８：４５　９：３０～１８：３０　１０：３０～１９：３０

職 種 現在の員数 指定基準
１．施設長（管理者） １ １

８．調理員 １ -

９．医師（非常勤） １ １

６．介護支援専門員 １ １

７．管理栄養士 ２ １

合　計 ３６室

共同生活室 ４箇所

　当施設では以下の設備をご用意しています。入居いただく居室は全室個室（トイレ、エアコン、
洗面台完備）となっています。当施設の施設・設備等を利用される費用として居住費をご負担いた
だきます。

居 室 ・ 設 備 の 種 類 室 数

個室（一人部屋） ３６室

浴　室 ５室

※上記は、介護保険法等で定める基準等により、地域密着型介護老人福祉施設に必要とされる
施設・設備です。特殊浴室（特殊機械浴槽）は、介護老人福祉施設及び通所介護、短期入所・
介護予防短期入所生活介護事業所で共用しています。

居室の変更：ご利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設で
その可否を決定します。また、ご利用者の心身の状況により居室を変更させていただく場合があり
ますが、その際はご利用者やご家族との協議の上で決定させていただきます。

４．看護職員 ２ １

５．機能訓練指導員 ２ １

２．介護職員 ２０.５ １２

３．生活相談員 ２ １

　当施設では、ご利用者に対してサービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。

３．看護職員

２、４については常勤換算（職員それぞれの週あたりの勤務時間数の総数を当施設における常
勤職員の所定勤務時間数（週４０時間）で除した数）による員数です。

職 種
１．医師

２．介護職員
　　　（常勤）

勤 務 体 制

備　　　　考

内、（介護予防）短期入所生活介護専用９室

食堂、居間、共用トイレ

一般浴室（個別浴槽）各ユニットに１室
特殊浴室（特殊機械浴槽）１室



５．当施設が提供するサービスと利用料金

　当施設では、ご利用者に以下のサービスを提供します。

当施設が提供するサービスについては、
　（１）　ご利用料金の一部が介護保険から給付される場合

　（２）　ご利用料金の全額をご負担いただく場合

があります。

（１）　介護保険の給付対象となるサービス（契約書第３条関係）

　以下のサービスについては、ご利用料金の一部が介護保険から給付されます。

〈サービスの概要〉

①　日常生活に係る支援

②　食事の支援

③ 療養食の提供

・上記の療養食の提供に当たっては、別途加算を算定させていただきます。

④ 入浴の支援
・個々のご利用者の暮らしに合わせ、必要に応じて入浴の支援を適切に行ないます。

⑤ 排泄の支援

・排泄用品の費用は保険給付に含まれています。

⑥ 機能訓練

⑦ その他の生活支援

　 ・社会生活者としての役割の継続が可能となるようできる限り配慮します。

・医師の診断により、糖尿病食・腎臓病食等の特別な配慮が必要な食事の提供が必要と判断
されたご利用者には、必要に応じて医師の食事箋に基づく「療養食」を提供いたします。

・ご利用者個々に合わせて排泄行為の自律性を可能な限り保つために必要な支援を適切に行
ない、快適に生活することができるように支援します。

・ご利用者の心身の状況等に応じ、日常生活や機能訓練、レクリエーション、行事の実施等
の機会も活用しながら、日常生活を送るのに必要な機能を改善し、またはその減退を防止す
るための訓練を実施します。

・当該事業の利用が潤いのある人生の一部となるよう、ご利用者個々の趣味や嗜好に配慮し
た生活空間・時間の構築に配慮します。

・体調不良などのやむを得ない理由により入浴ができない場合は、清拭等の対応を行ないま
す。

・ご利用者個々の生活歴や個性等を尊重しながら社会的・文化的生活の構築を図ります。

・食材料費等および調理費につきましては、実費相当額を別途ご負担いただきます。

・日常の各場面における生活行為の遂行に必要な支援を適切に行なうとともに、その自律性
の向上に資する方法を入居者と共有して活用できるような支援を行ないます。また、ご家族
等や関係機関、ユニット内や地域社会における社会的関係性の継続を意識した支援を行ない
ます。行政手続等に困難が生じる場合は、これを代行します。

・当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考
慮した食事を提供するとともに、個々の希望や特性に応じ、「食事をゆっくり楽しむ」ため
の支援や環境整備、時間の調整等を行ないます。

・生活行為の自律性向上に向けた支援のために、離床して食堂でお召し上がりいただくこと
を原則としています。

・人生の終末を、連続した死生の一部として可能な限り穏やかに迎えていただくことができ
るよう、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内
容に沿って看取りの支援の充実を図ります。



〈サービスの利用料金〉　契約書第９条参照

介護給付サービス基本単位（契約書第７条参照） ※１日当たりの金額　（単位:円）

介護給付サービス加算（契約書第９条参照） （単位:円）

　下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費
額を除いた金額（自己負担額）をお支払いください。（サービスの利用料金は、ご利用者の要
介護度に応じて異なります。）

要 介 護 度 ご と の
サ ー ビ ス 利 用 料 金

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

６,８２０ ７,５３０ ８,２８０ ９,０１０ ９,７１０

１
割
負
担

介護保険から給付
される金額 ６,１３８ ６,７７７ ７,４５２ ８,１０９ ８,７３９

サービス利用に係
る自己負担額

６,０２４ ６,６２４ ７,２０８ ７,７６８

６８２ ７５３ ８２８ ９０１ ９７１

夜 勤 職 員 配 置
加 算 （ Ⅱ ） イ

看護体制加算（Ⅰ）イ

日 常 生 活 継 続
支 援 加 算 （ Ⅱ ）

栄養マネジメント強化
加 算

１,９４２

※　上記の自己負担額の他に、介護給付サービス加算（「介護給付サービス加算の項」）、食費（「食費の
項」参照）及び居住費（「居住費の項」参照）をご負担いただきます。

加 算
１割 ２割

サービス利用に係
る自己負担額 １,３６４ １,５０６ １,６５６ １,８０２

２
割
負
担

介護保険から給付
される金額 ５,４５６

５６０ １,１２０

療 養 食 加 算

口 腔 衛 生 管 理 加 算
（ Ⅰ ）

１日

１,６８０

４,７７４

外泊 時在宅サービス
利 用 費 用

初 期 加 算

２７０

３
割
負
担

介護保険から給付
される金額

１日

９０

４６ ９２ １３８

料金

３割
加 算 条 件

入所から３０日以内の期間に算定。３０日を超える医療
機関への入院後、再入所した場合も同様に算定

厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
場合

２,２５９ ２,４８４ ２,７０３ ２,９１３

３０ ６０

厚生労働省が定める基準に適合して常勤看護師
を１名以上配置している場合

厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合

歯科衛生士が月2回以上入居者に対し口腔ケアを実
施した場合

１月に６日を限度として所定単位数に代えて算
定

１日

１２ ２４ ３６

１食

６ １２ １８

1月

９０ １８０

２,０４６

・管理栄養士を必要人数配置し、低栄養リスクに対する計画に
従って食事の調整行った場合・計画の内容等を厚生労働省に提
出し必要な情報を活用している場合

基準を上回る夜勤職員の配置がされている場合
１３８

１１ ２２ ３３

１日

１日

１日

４６ ９２

５,２７１ ５,７９６ ６,３０７ ６,７９７

サービス利用に係
る自己負担額

口 腔 衛 生 管 理 加 算
（ Ⅱ ）

1月 上記（Ⅰ）を実施し、計画の内容等を厚生労働省に
提出し必要な情報を活用している場合１１０ ２２０ ３３０

経口維持加算（Ⅰ）
1月 摂食機能障害を有する入居者に経口維持計画を作成

し、栄養管理を行った場合４００ ８００ １,２００

１日

７３８４９２

自 立 支 援 促 進 加 算
1月 医師による医学的評価を入居時に行い、自立支援計

画を策定しケアを実施した場合。２８０ ５６０ ８４０

科学的介護推進体制加
算 （ Ⅰ ）

1月 ・入居者の心身状況の基本状況を厚生労働省に提出
し、必要な情報を活用していること。４０ ８０ １２０

科学的介護推進体制加
算 （ Ⅱ ）

1月 ・上記に加えて、疾病や服薬状況を厚生労働省に提出
し、必要な情報を活用していること。５０ １００ １５０

安 全 対 策 体 制 加 算
1回

入所時に1回のみ算定
２０ ４０ ６０

外 泊 時 費 用
２４６



死亡日４日前～３０日前

死亡日の前日及び前々日

死亡日

☆ご負担額の変更について

（２）　介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第４条、第７条関係）

〈サービスの概要と利用料金〉

①　食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費）

看取り介護加算（Ⅰ）

６８０ １,３６０

生活機能向上連携加算

２８８１４４

１日

４３２

２,０４０

３,８４０

1回

６００

１月

１,２８０ ２,５６０

退 所 前 連 携 加 算
５００ １,０００

若 年 性 認 知 症
利 用 者 受 入 加 算

介護職員等処遇改善
加 算 （ Ⅰ ）

退所時情報提供加算
２５０ ５００

再入所時栄養連携加算
２００ ４００

２００ ４００

・保険料滞納などの場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。後日、自
己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。
・償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス
提供証明書」を交付します。

１１．３％

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額

第２段階

退 所 前 訪 問
相 談 援 助 加 算 ４６０ ９２０

介護職員等処遇改善
加 算 （ Ⅱ ）

退所時相談援助加算
４００ ８００

退 所 後 訪 問
相 談 援 助 加 算

食事の提供に要
す る 費 用

（第４段階）

１，６００円 ３００円

第１段階

３９０円 １，３６０円

第３段階②第３段階①

６５０円

該当者に算定

厚生労働大臣が定める基準に適合して該当者にサー
ビスを提供した場合

１月
厚生労働大臣が定める基準に適合している場合

１４．０％

１回
該当者に算定

施設入所時と大きく異なる栄養管理が必要となった場合に病院
管理栄養士と連携して再入所後の栄養管理の調整を行った場合
（厚生労働大臣の定める特別食を必要とするもの）

外部のリハビリ専門職等と共同で作成した個別機能
訓練計画に基づいて機能訓練を行った場合６００

１日

３６０

１回

１,５００

１回

１,３８０

１回

１,２００

１２０ ２４０

該当者に算定

該当者に算定

該当者に算定

７２ １４４ ２１６ 死亡日３１日前～４５日前

７５０

退 所 時 栄 養
情 報 連 携 加 算

１回
該当者に算定

７０ １４０ ２１０

厚生労働大臣が定める基準に適合している場合

厚生労働大臣が定める基準に適合している場合

９２０

１回

１,３８０

１月

１月

１３．６％

４６０

　以下のサービスは、基本的に利用料金の全額がご利用者の負担となります。ただし、介護保
険（食費・滞在費）の負担限度額認定を受けている方は、食費及び滞在費に関し、介護保険の
給付による利用料の減額措置があります。

　・ご利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。実費相当額の範囲内に
て負担いただきます。介護保険負担限度額認定証が発行されている場合は、下表のとおり当
該認定証に記載された食費の金額（１日当たり）を上限としてご負担いただきます。
　・介護保険負担限度額認定証が発行されていない方（第４段階の方）につきましては、１
日当たり最大１，６００円のご負担となります。

・介護保険法の改定や負担割合の見直しなどにより、自己負担額が変更になる場合があります。
・その場合、変更された額に合わせ、ご利用者のご負担額を変更いたします。

介護職員等処遇改善
加 算 （ Ⅲ ）

☆ご利用料金の全額負担について



②　滞在に要する費用

※　上記の滞在に要する費用は、ユニット型個室に適用される金額です。

③　貴重品の管理

④　特別な食事の提供に要する費用

⑤　理美容に係る費用

⑥　レクリエーション・クラブ活動などに係る費用

⑦　日常生活上必要となる諸費用実費

※　おむつ代は介護給付対象となっていますので、上記の諸費用実費には含まれません。

⑧　電化製品の持ち込み

（３）　利用料金のお支払方法（契約書第９条関係）

ア．窓口での現金支払い

イ．下記指定口座へのお振込

山梨中央銀行身延支店

特別養護老人ホームみのりの里いいとみ 普通預金　No.３１６１５４

ウ．指定金融機関口座からの自動引き落とし

ご利用いただける金融機関：山梨中央銀行

滞在に要する
費 用

２．１００円 ８８０円 ８８０円 １.３７０円 １.３７０円

　ご利用者のご希望により、レクリエーションやクラブ活動などへご参加いただくことが可
能です。その際、要した費用の実費をご負担いただく場合があります。

　日常生活品の購入代金等、ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者にご負担いただく
ことが適当であるものに係る費用については、その実費をご負担いただきます。

　家電の持ち込みに関しては電気料金相当分をご負担いただきます。
　テレビ　２０円／日　　冷蔵庫　３０円／日　　湯沸かしポット　３０円／日
　　　　※上記以外の物についてはご相談ください。
　　　　※極端に消費電力の大きな物はお断りさせていただきます。

☆上記の介護保険給付対象外サービスの費用のうち①、②、⑤、⑧について、経済状況の著しい変化
その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内
容と変更する事由について、原則として変更を行なう２か月前までにご説明いたします。

　ご入居者・ご家族の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は以下
のとおりです。
○管理する金銭の形態：金融機関に預け入れている預金
○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書
○保管管理者：施設管理者
○出納方法　：取扱いの詳細は、別に定める「入居者預り金管理要項」によります。

　前記（１）、（２）の料金・費用は、１カ月ごとに計算してご請求いたしますので、翌月中
に以下のいずれかの方法でお支払いください。

　ご利用者のご希望に基づき、特別な食事（酒類を含みます）を提供した場合、要した費用
の実費をご負担いただきます。

　月に１回、理・美容師の出張による理美容サービスをご利用いただけます。
　　カットのみの場合：１，９８０円（税込み）（１回当たり）

（第４段階） 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

　・当施設及び設備を利用し滞在されるに当たって必要となる費用です。介護保険負担限度
額認定証が発行されている場合は、下表のとおり当該認定証に記載された滞在費の金額（１
日当たり）をご負担いただきます。
・介護保険負担限度額認定証が発行されていない方（第４段階の方）につきましては、１日
当たり２，１００円のご負担となります。

通常 介護保険負担限度額認定証に記載されている額



（４）　入居中の医療の提供について

①　協力医療機関
医療機関の名称 所在地 診療科

特定医療法人南山会峡西病院 南アルプス市下宮地 精神科

②　協力歯科医療機関
医療機関の名称 所在地

高野歯科クリニック 身延町飯富

桐戸歯科医院 南部町南部

６．身体拘束等の禁止について

７．高齢者虐待防止の推進について

８．事故発生時の対応について

９．第三者評価の実施状況

　当事業所では第三者機関による第三者評価は実施しておりません。

１０．施設を退去していただく場合（契約の終了について）

（契約書第16条参照）

　医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治
療を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療･入院治療を保証するもの
ではありません。また、下記医療機関での診療･入院治療を義務付けるものでもありません。）

　当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のような事
由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに
至った場合には、当施設との契約は終了し、入居者に退去していただくことになります。

① 要介護認定により入居者の心身の状況が自立または要支援１～要介護２と判定された場合
※ただし、平成２７年３月３１日以前に指定介護老人福祉施設みのぶ荘へ入居して、当施設へ転居
された方はこの限りではない。

内科、外科、整形外科、眼科、神
経内科、透析

公益財団法人身延山病院 身延町梅平

　当事業所では施設内に虐待防止・身体的拘束適正化検討委員会を設けて定期的に開催するととも
に、定期的（年２回以上）に虐待防止のための研修を行なっています。介護職員その他の従業者に
周知徹底を図り、虐待の発生、又は再発の防止に取り組みます。

　当施設では、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場
合（切迫性、非代替性、一時性）を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ない
ません。万が一緊急やむを得なく身体拘束を行なう場合は、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するとともに定期的にカンファレンスを開催し、身
体拘束廃止に向けて取り組みます。
　なお、特殊機械浴を使用して入浴される場合は、機器使用中の事故防止及び安全保護のため、ス
トレッチャー上では安全ベルトを着用させていただきます。

　当事業所では施設内に事故防止対策検討委員会を設けて定期的に開催するとともに、定期的（年
２回以上）に事故の発生防止のための研修を行なっていますが、不幸にもサービスの提供に伴う事
故が発生した場合は、速やかにご家族に報告し適切な措置を講ずるとともに、保険者に発生状況等
について報告します。また、事故防止対策検討委員会において発生状況等の分析に基づく対策の検
討を実施し、結果を職員に周知します。

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合

③ 施設の滅失や重大な毀損により、入居者に対するサービスの提供が不可能になった場合

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合

⑤ 入居者から退去の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください）

⑥ 事業者から退去の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照ください）



①
 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合

②  施設の運営規程の変更に同意できない場合

③  入居者が入院された場合

④

⑤  事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合

⑥

⑦

（２）　事業者からの申し出により退去していただく場合～契約解除（契約書第１９条）

　以下の事項に該当する場合は、当施設から退去していただく場合があります。

①

②

③

④

※入居者が病院等に入院された場合（上記④）の対応について（契約書第２１条）

①検査入院等、８日以内の短期入院の場合

②８日以上３か月以内の入院の場合

③３か月以内の退院が見込まれない場合

（３）　円滑な退去のための援助（契約書第２０条）

○

○

○

　契約の有効期間であっても、入居者から当施設からの退去を申し出ることができます。その場合
には、退去を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。

 事業所もしくはサービス従事者が正当な理由がなく本契約に定める介護福祉施設サービスを実
施しない場合

 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体･財物･信用等を傷つけ、
又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合

　入居者が当施設を退去する場合、入居者の希望により、事業者は入居者の心身の状況、おかれて
いる環境等を勘案し、円滑な退去のために必要な以下の援助を入居者に対して速やかに行います。

 他の利用者が入居者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合に
おいて、事業者が適切な対応をとらない場合

　入居者又は契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に
これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ
た場合

　入居者又は契約者による、サービス利用料金の支払いが６か月遅延し、相当期間を定めた催
告にもかかわらずこれが支払われない場合

　入居者又は契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利
用者等の生命･財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続
しがたい重大な事情を生じさせた場合

　８日以内入院された場合は、退院後再び施設に入居することができます。但し、入院期間中で
あっても、所定の利用料金（外泊時費用および居住費）をご負担いただきます。但し、８日以内の
入院期間中に短期入所生活介護利用者が当該ベッドを空床利用した場合には、ご負担いただきませ
ん。

　８日以上入院された場合には、契約を解除することがあります。但し、契約を解除した場合で
あっても、３か月以内に退院されたときは、再び当施設に優先的に入居できるよう努めます。

　３か月以内の退院が見込まれない場合、契約を解除することがあります。この場合には、当施設
に再び優先的に入居することはできません。

当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下のとおりです。

適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介

居宅介護支援事業者の紹介

その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介

　入居者が連続して８日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場
合

（１）　入居者（契約者）からの退去の申し出～中途解約・契約解除
　　　　（契約書第１７・１８条）

ただし、以下の場合には即時に契約を解約・解除し、施設を退去することができます。



（４）　身元引受人について

１１．苦情の受付について（契約書第２６条参照）

（１）　当施設における苦情の受付

　当施設における苦情のご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

○　苦情受付窓口（担当者）

生活相談員

○　苦情解決責任者

管理者

みのりの里いいとみ

電話番号 ０５５６－４８－８１３１

ＦＡＸ ０５５６－４８－８１３２

　※その他、「目安箱」を事務所カウンター上に設置しています。

○　苦情解決のための第三者委員

当法人監事 0556-62-0160

当法人評議員 0556-62-0890

（２）　行政等のの苦情受付窓口

所在地 身延町切石１１７－１

電話番号 ０５５６－２０－４６１１

受付時間 ９：００～１７：００

所在地 甲府市蓬沢１－１５－３５

電話・FAX ０５５－２２３－２１１９

受付時間 ９：００～１７：００

　契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。但し、入居契約が終了した後、
当施設に残された入居者の所持品（残置物）を入居者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物
引取人」を定めていただきます。（契約書第２３条参照）
　当施設は、「残置物引受人」に連絡の上、残置物を引き取っていただきます。また、引き渡しに
かかる費用については、入居者または契約者、もしくは残置物引取人にご負担いただきます。

佐 野 一 雄

石 井 ユ リ 子

鴨 狩 智 加 子

身 延 町 役 場
介 護 保 険 担 当

山梨県国民健康保険
団 体 連 合 会

その他、 お住まいの市町村役場 介護保険担当

近 藤 ま す み

　※入居契約締結後に残置物引受人が定められない場合であっても、入居契約の締結は可能です。



令和 年 月 日

地域密着型介護老人福祉施設みのりの里いいとみ

説明者職氏名 生活相談員 ㊞

利用者住所

㊞

署名代行者氏名 ㊞

　地域密着型介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の
説明を行いました。

氏 名

氏 名

※この重要事項説明書は、厚生省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基
づき、利用申し込み者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。

　私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、同意し、交付を受けました。


